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⚫ この資料は、食品事業者において生鮮食品及び加工食品の表示をチェックし
ている方に向けて、商品の品質に関する表示ミス（名称、原産地、原材料名、
原料原産地名など）の事例と、考えられる防止策を対象品目別に紹介するも
のです。

⚫ 今回は「畜産物・畜産加工品編」として、畜産物やその加工品のなかでも、
「食肉（生鮮）」、「食肉製品（加工）」、「酪農製品（加工）」の事例を
取り上げています。

⚫ それぞれの事例について、ミスの概要、ミスの要点、改善例、日常管理の
ポイントを掲載しております。
表示に関する業務のチェックや改善のために、ご活用ください。

●なお、ヒューマンエラーとは何か、何故起きるかについては、
令和２年度に農林水産省が作成した「克服しよう！ヒューマンエラーと表示ミス」の
「第１部ヒューマンエラーの仕組み＜基礎編＞」で詳しく紹介しています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html

●食品表示の具体的なルールについては、消費者庁の下記のページに掲載の

食品表示基準及び食品表示基準のQ＆A等を確認してください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
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＜表示ミス事例に登場するアイコンの読み方＞

ヒューマンエラー

体制不備

制度理解不足

：表示ミスの要因がチェック体制の不備であることを示します。

：表示ミスの要因が人的な誤りであることを示します。

：表示ミスの要因が食品表示制度の理解不足であることを示します。

：表示ミスに関係する食品表示制度を説明します。

ヒント ：表示ミスを防ぐための日常管理の具体的方法を示します。

⚫ 食肉（生鮮）

⚫ 食肉製品（加工）

⚫ 酪農製品（加工）
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食肉（生鮮）

表示ミスの発生原因

段階

ページ
企画

準備
製造 出荷

包材 原材料

１．基準の誤認・認識不足

①認識不足による一部項目の表示漏れ ● 6

②認識不足による誤表示 ● 7

２．誤ったデータの使用による誤表示

①照合作業の不備 ● 8

②データ処理の不備 ● 9

３．他商品のラベルを使用

①他商品データの履歴を使用 ● 10

②他商品ラベルとの混同 ● 11

４．チェック体制の不備

①確認工程をパス ● ● 12

５．その他作業中のミス

①材料・商品の混同 ● 13

②伝達ミス ● ● 14

③その他 ● 15



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】１．基準の誤認・認識不足

①認識不足による一部項目の表示漏れ

表示担当者が牛のタン（内臓）と
ロース（特定牛肉）との焼き肉盛
り合わせ商品に対して、特定牛肉
であるロースの個体識別番号を表
示せずに販売した。

→牛トレーサビリティ法に基づき、特
定牛肉であるロースの個体識別
番号を表示すべきだった。

牛の個体識別番号を表示せず
に販売

•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

•食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
及び牛トレーサビリティ制度に
関する研修を実施

牛トレーサビリティ制度を理解
していなかった

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ヒント

制度理解不足

コラム：牛トレーサビリティ制度とは？

✓ 牛トレーサビリティ法に基づき、牛を10桁の個体識別番号により一
元管理し、生産から流通・消費の各段階において個体識別番号
を正確に伝達することにより、消費者に対して個体識別情報を提
供する必要があります。

✓ そのため、特定牛肉※の販売に係る仕入れと販売の記録を保存
しなければなりません。
※特定牛肉とは、牛個体識別台帳に記録された牛から得られた
牛肉であって、枝肉・部分肉・精肉が該当します。

✓ また、販売する特定牛肉の個体識別番号を表示・伝達しなけれ
ばなりません。

✓ よって、牛のタン（内臓）とロース（特定牛肉）との焼き肉盛り合
わせ商品に対しては、特定牛肉であるロースの個体識別番号を表
示する必要があります。

【農林水産省：牛のトレーサビリティについて（販売業者向け）】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/attach/pdf/index-36.pdf

ラベル作成・表示

体制不備

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】１．基準の誤認・認識不足

②認識不足による誤表示

海外2か国産の原料豚肉を使用す
る豚挽肉について、原料の仕入状
況により原産地毎の使用割合が
変動することから、原産地表示とし
て表示担当者が「外国産」と表示
した。

→食品表示法に基づき、以下の
ような表示をすべきだった。
『豚肉（アメリカ産、ブラジル産）』

認識不足により「大括り表示」を
して販売

•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

•食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施

生鮮食品の原材料表示に関し
て理解していなかった

制度理解不足

コラム：生鮮食品の原産地表示について

✓ 「又は表示」や「大括り表示」は加工食品の原料原産地表示のみに適用される表示方法です。
✓ 生鮮食品の場合は、2か国の原産地を「又は」でつないで表示する方法や、3か国以上使用した場合に
「輸入」と表示することは認められていません。

✓ 生鮮食品において、同じ種類の畜産物であって、複数の原産地のものを混合した場合、以下のように製
品に占める重量割合の多い順に原産地を表示する必要があります。

複数産地の表示例

体制不備

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示
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原産国数 正 誤

2か国 豚肉（アメリカ産、ブラジル産） 豚肉（アメリカ産又はブラジル産）

3か国 豚肉（アメリカ産、ブラジル産、タイ産） 豚肉（輸入）



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】２．誤ったデータの使用による誤表示

①照合作業の不備

値付け担当者が、ブランド地鶏で
あると思い込んで表示を作成した
後、加工（カット）担当者と値付
担当者間で産地・ブランド・品種の
伝達・確認がされていなかったため、
誤表示が発生した。

誤った品種表示をして販売
各工程担当者同士のコミュニ
ケーションや情報共有を積極
的に行いましょう。

•値付け担当者による現物確認
を実施

•社内伝票による仕入れ→カット
→ラベル作成までの産地等の
情報の伝達、相互チェック

カット担当者が産地情報等を
値付け担当者に情報共有して
いなかった

体制不備

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

値付け担当者に思い込みがあ
り、カット担当者に確認しな
かった

ヒューマンエラー

体制不備 ヒューマンエラー

【加工・調整】

【ラベル作成・表示】

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】２．誤ったデータの使用による誤表示

②データ処理の不備

ラベル作成者が、ブロイラーの鶏
肉のラベル作成時にブランド地鶏
の部位のコード番号を誤って入力
したため、ブロイラーの鶏肉にブランド
地鶏の表示をした。

ブロイラーの鶏肉をブランド地鶏
として販売 手元で指差呼称をする等、

現物と表示とを突き合わせま
しょう。

•作業手順書を作成し、セルフ
チェックによる誤入力を予防

•部位コードの視認性を改善
（ハイフンを入れて２桁づつ入
力）

•情報入力に作業ミスがあった

•情報入力後のセルフチェック
（見直し）をしていなかった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

ヒューマンエラー

ミスの防止に向けた業務手順の
導入によって、「異常検知力」が
得られます。
「異常検知力」については、「第
１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】３．他商品のラベルを使用

①他商品データの履歴を使用

リパックした際、直前に加工してい
た豚肉の情報を修正しないままプ
ライスラベルを作成・貼付したため、
原産地が異なる商品が販売された。

直前に加工していた商品の表示
を使用 リパックや小分け等の簡易作

業であっても、商品が異なる
ことから、表示も異なるとの意
識付けも重要です。

•社内でラベル発行指示書を発
行し、指示書に基づきラベルを
作成

• ラベル作成担当者は指示書と
表示ラベルとを照合し確認する
ルールを導入

• リパックする前の肉塊の部位や
産地等の情報が書かれた用紙
（カンバン）を作成、リパックし
てラベル表示が当該製品に貼
付されるまで、モノ（製品）と
情報（カンバン）が切り離され
ないような取組みを導入

•入力する原産地情報等の
データ変更を失念した

•ラベル作成担当者が現物と
表示とを確認する体制がな
かった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

ヒューマンエラー

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示

体制不備
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リパック

カンバン方式イメージ



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】３．他商品のラベルを使用

②他商品ラベルとの混同

2つの異なる産地の同部位の牛肉
を用いて味付け加工を行い、それぞ
れに対応するラベルを付して冷蔵保
存した。
その後、陳列のための包装を行う
際に、一方の産地・個体識別番号
で作成したプライスラベルを全ての
商品に貼付した。

他の商品のラベルを使用
異なる製品を明確に区別して
取扱えるようにしましょう。

• ラベル作成指示書の作成と共
に、口頭でも情報を伝達

• ロットが異なることの視認性を
改善（マジックで大きく表示
等）

•商品（ロット）が異なること
を確認しなかった

•異なる商品（ロット）を区
別するための仕組みが不十
分だった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

ヒューマンエラー

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示

体制不備
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異なる製品が混入しないよう、異
なる色の容器や目印を使う等、
区別して管理することで、 「異常
検知力」も高まります。
「異常検知力」については、「第
１部 ヒューマンエラーの仕組み
＜基礎編＞」を参照。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】４．チェック体制の不備

①確認工程をパス

鶏肉の入庫担当者が、管理システ
ムへ誤った原産国を入力した。

【誤った原産国名を表示して販
売

•手元で指差呼称をする等、
現物と表示とを突き合わせま
しょう。

•表示のデータ入力管理の
ルールが日頃から守られてい
るのかを確認しましょう。

•食品表示に関する責任の所在
を明確化し、表示ミスの防止に
向けたチェック体制を導入

•社内ルールに関する再教育、
周知徹底

情報入力に作業ミスがあった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

● ●

ヒューマンエラー

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示

体制不備
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担当者が、ラベル作成機等への
入力を誤った際に、思い込みによ
り、誤りに気づけない場合もありま
す。入力した者とは別の者が確
認する仕組みにしましょう。表示
データ入力作業が繁雑ではない
か、手順を見直しましょう。社内
ルールは定期的に教育を行い、
周知徹底を行いましょう。

ヒント

ラベル発行後に、外箱の表示との確
認とともに、他者によるダブルチェッ
クを行うルールが定められていたが、
それらの確認を怠った。 社内ルール（ダブルチェック）

を実施しなかった

ヒューマンエラー体制不備

【仕入れ】

【ラベル作成・表示】



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】５．その他作業中のミス

①材料・商品の混同

同一商品で個体識別番号が異な
る牛肉を同一場所に保管していた
ため、それらの境目が不明確になり、
いくつかのパックに誤った原産地及び
個体識別番号を表示した。

分別管理不徹底による誤表示
品を販売 •整理整頓は、仕入れた原材

料の管理にも言えることです
ので、保管状況を上司が定
期的に確認するのもよいで
しょう。

•異なるロットを明確に区別し
て取扱えるようにしましょう。

食肉の保管倉庫を整理・整頓、
区画化し、定位置管理を実施食肉保管に関して、整理・整

頓の状態が悪かった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

ヒューマンエラー

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示

体制不備
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異なるロットを区別するための
仕組みが不十分だった

ヒューマンエラー体制不備

【加工・調整】

【ラベル作成・表示】

ロットが異なることの視認性を改
善（マジックで大きく表示等）



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】５．その他作業中のミス

②伝達ミス

一時的に大量の受注が発生。産地
の異なる牛肉を大量に仕入れたこと
により、加工作業が煩雑になり、直
前に加工を行った国産原料肉の原
産地・個体識別番号と同じである
と思い込み、ラベル作成者に口頭
で伝達した。

口頭による伝達ミスで誤表示品
を販売 •食品表示違反は会社の信

用・信頼を失う契機となる
恐れがありますので、組織と
して対応するようにしましょう。

•異なるロットを明確に区別し
て取扱えるようにしましょう。

•各工程担当者同士のコミュ
ニケーションや情報共有を積
極的に行いましょう。

•当該部署の処理能力を踏まえ
て受注する

•多忙時は、他の従業員でも対
応できるように、食品表示に関
する教育を行い、対応可能な
メンバーを養成

•本来の処理能力を超える受
注をした

•多忙時のフォロー体制が無
かった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

● ●

ヒューマンエラー

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示

体制不備
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•異なるロットを区別するため
の仕組みが不十分だった

•産地情報等の社内共有が
曖昧だった

•口頭により情報伝達を行っ
た

ヒューマンエラー体制不備

【仕入れ】】

【加工・調整】

• ロットが異なることの視認性を
改善（マジックで大きく表示等
等）

•社内伝票による仕入れ→カット
→ラベル作成までの産地等の
情報の伝達、相互チェック



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉（生鮮）】５．その他作業中のミス

③その他

冷凍ブランド黒豚の通信販売にお
いて、商品発送の委託先が商品
説明書の同梱を失念して発送した
ため、表示せずに販売された状況と
なった。

→食品表示法に基づき、豚肉の情
報（名称、原産地）を貼付すべ
きだった。

名称、原産地等を表示せずに販
売 セルフチェックの場合は、チェッ

クしたことの記録（チェック
表）を残すようにし、うっかり
ミスを予防しましょう。

•作業手順書を作成し、同梱物
チェック表を作成

•通信販売のルールを理解し
ていなかった

•同梱すべき文書（商品説明
書）を失念した

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

ヒューマンエラー

仕入れ

加工・調整

企画

販売・出荷

ラベル作成・表示

15

制度理解不足

コラム：通信販売の表示義務

✓ 生鮮食品を生産した場所で販売する場合は、一部の表示事項の表示は要し
ませんが、通信販売の場合は生産した場所での販売には当たらず、必要とな
る表示事項は表示義務となります。



16

食肉製品（加工）

表示ミスの発生原因

段階

ページ
企画

準備
製造 出荷

包材 原材料

１．基準の誤認・認識不足

①誤認による一部項目の表示漏れ ● 17

②誤認による表示自体の漏れ a 概観等で明らかと判断 ● 18

b 口頭説明で十分と判断 ● ● ● ● ● 19

③誤認による誤表示 ● 20

④認識不足による誤表示 ● 21

２．誤ったデータの使用による誤表示

①既存データの誤り ● 22

②データ処理の不備 ● 23

３．他商品のラベルを使用

①商品規格変更時の修正漏れ ● 24

４．チェック体制の不備

①確認工程をパス ● 25

５．その他作業中のミス

①材料・商品の混同 ● 26



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

①誤認による一部項目の表示漏れ

豚・牛の合い挽き肉が生鮮食品で
あるか加工食品であるかを仕入先
に確認したところ、生鮮食品に該当
との回答を受け、原材料名及び原
産地名を表示せずに販売した。

→食品表示法に基づき、2種類以
上の品種の異なる肉を使用してい
ることから加工食品としての表示を
すべきだった。

原材料名・原産地表示をせずに
販売 •従業員に対し、食品表示制度

に関する研修を実施

•自社でも表示に関してクロス
チェックする体制を導入

川上の調達先も含め、当該
製品が生鮮食品か加工食品
かの区別をよく理解していな
かった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

制度理解不足

コラム：「生鮮」か「加工」か

✓ 「加工食品」は、「製造又は加工された食品」と定義され、調味や
加熱等したものが該当し、具体的な品目は食品表示基準別表
第１に掲げられています。

✓ 「生鮮食品」は、「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、
単に水洗いや切断、冷凍等したものが該当し、具体的な品目は
食品表示基準別表第２に掲げられています。

✓ 合挽肉などの複数種類の食肉を混ぜ合わせたものや、調味した食
肉（焼肉のタレに付けた味付けカルビ）などは「加工食品」に分類
されます。

✓ この場合、「加工食品」としての表示（名称、原材料名、原料原
産地、内容量、期限表示、保存方法、加工者等）が必要になり
ますので注意しましょう。【食品表示基準Q&A：総則-11、12】

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達

体制不備

17

•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

②誤認による表示自体の漏れ a 概観等で明らかと判断

惣菜（おかず）の外観からトンカツ
であることが明らかなため、豚肉を
原材料名欄に表示しなくても問題
ないと判断し、カツの衣（ころも）
の原材料のみを表示した。

→食品表示法に基づき、衣の情報
に加え、重量割合の順に、豚肉
（〇〇産）の情報も表示すべ
きだった。

原材料名を表示せずに販売 •食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施する体制
を導入

加工食品の一括表示に関して
理解していなかった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

制度理解不足

コラム：惣菜（おかず）の省略ルール

✓ 外観からその原材料が明らかなおかずとは、弁当の外部から
一見してそのおかずが何であるかが確認できるものを指します。
例えば、鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、筑前煮、ポテトサラダ
などが該当します。

✓ 一方、フライや天ぷらのように衣で包まれたおかずは、衣の中
身を確認するのが困難であり、その原材料が明らかではない
と考えられるため、基本的に省略はできませんので注意しま
しょう。【食品表示基準Q&A：弁当-3～6】

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達

体制不備
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•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

出荷

【食肉製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

②誤認による表示自体の漏れ b 口頭説明で十分と判断

ハムの原料仕入の都合上、商品ラ
ベルの原産地表示と実際の原産
地が県内地域レベルで異なってい
る状態にも関わらず、包材の改版を
せず、口頭で説明していれば良いと
判断し、そのまま販売した。

→例えば、埼玉県入間郡産と表示
しており、実際は埼玉県秩父郡
産を使用していた場合は、正しく
秩父郡産と表示すべきだった。

誤った原産地を表示して販売 •原材料の変更があった場合で
も、しかるべき表示となるような
原材料の手配や企画の見直し

•社内伝票による原材料調達
→製造→ラベル作成までの産
地等の情報の伝達、相互チェッ
ク

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施

加工食品の表示（原料原産
地）に関して理解していなかっ
た

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

● ● ● ● ●

制度理解不足

コラム：産地表示のルール

✓ 国産品では、国産である旨の表示に代えて、より狭く限定され、範
囲が明確な地域として、都道府県名その他一般に知られている地
名で表示することも可能です。
①郡名（例 秩父郡）
②島名（例 屋久島）
③一般に知られている旧国名（例 丹波、土佐等）
④一般に知られている旧国名の別称（例 信州、甲州等）
⑤その他一般に知られている地名
（例 九州、関東、房総（地域名））
【食品表示基準Q&A：原原‐20】

体制不備

原材料調達

加工

企画

包装・箱詰め

包材調達
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•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

③誤認による誤表示

輸入品を輸入代理店でスライスし
て加工したベーコン商品について、
アメリカ産と表示すべきところ、自社
でスライス加工したことから国内製
造と表示して販売した。

輸入品を国内製造と表示して販
売 輸入した加工品の表示の基

準を適切に理解しましょう。

•商品の加工形態による表示内
容の違い等について、研修を実
施し、理解度をチェック

•同時に、表示のチェック体制を
見直し、表示確認の体制・責
任を明確化

輸入加工品を解凍・小分け・
再包装する場合に製造元の
原産地表示が必要になると知
らなかった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

制度理解不足

表示の担当者が、食品表示の
内容を理解できるよう学習の機
会を設けると共に、万が一、理解
不足による誤りが生じたときに、
他の者の確認によりそれを検出で
きる体制になっているかをチェック
しましょう。

ヒントコラム：バックヤード作業の扱い

✓ 一般用加工食品において「食品を製造し、又は加工した場所
で販売する場合」（いわゆるインストア加工）は、原料原産地
表示は要しないこととされています。

✓ ただし、仕入れ、切断、成形、解凍、小分け、再包装、温め直
し等の行為については、インストア加工には当たらないため、
スーパーマーケット等のバックヤード等で行った場合にあっても表
示を行う必要があります。

✓ 本事例のように、ベーコンの肉塊をスーパーマーケット等のバック
ヤード等で解凍、小分け及び包装して販売する場合、原料原
産地表示を含めた一般用加工食品の販売としての表示が必
要となります。【食品表示基準Q&A：加工-195～197】

体制不備

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達

20



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

④認識不足による誤表示

原材料名の記載順の方法を知らな
かったため、重量順を確認せず、ネ
ギマ（肉と肉との間にネギが挟まって
いる焼き鳥）の見た目での大きさ
順で表示し、販売した。

→食品表示法に基づき、重量割合
の多い順に、例えば「鶏肉（〇
〇産、ねぎ、…」と表示すべき
だった。

原材料名の記載順を誤って表
示

•食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施

加工食品の表示（原材料名
の記載順）に関して理解して
いなかった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

制度理解不足体制不備

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達
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•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】２．誤ったデータの使用による誤表示

①既存データの誤り

値付機の操作に慣れておらず、別
担当者が設定した不要なデータが
残っていたことに気付かずに原産地
の異なるハムのラベルを作成した。ま
た、業務多忙により表示状況の確
認を怠った。

誤った表示をして販売
•手元で指差呼称をする等、
現物と表示とを突き合わせ
ましょう。

•作業手順書を作成し、セルフ
チェックによる誤入力を予防

•社内ルールに関する再教育、
周知徹底

•情報入力に作業ミスがあった

•情報入力後のセルフチェック
（見直し）をしていなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

ミスの防止に向けた業務手順の
導入によって、「異常検知力」が
得られます。「異常検知力」につ
いては、「第１部 ヒューマンエ
ラーの仕組み＜基礎編＞」を参
照。

ヒント

企画
ヒューマンエラー体制不備

22



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】２．誤ったデータの使用による誤表示

②データ処理の不備

ウインナーソーセージの既存商品の
表示をもとにして新規商品の表示
作成中、急遽発生した他の業務を
行ったところ、表示が作成途中で
あることを忘れて作成途中のラベル
を使用した。

作成途中のラベルを貼付して販
売

「仕掛かり中」「確定」等を電
子ファイル名に付記する等、
途中経過ラベルがプリントア
ウトされないように注意しま
しょう。

•作業手順書を作成し、仕掛か
り途中の情報の扱いに関する
ルールを作成

• ラベル確定後に複数人による
相互確認

入力作業中、確定など業務の
進捗状況を管理していなかっ
た

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

体制不備

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達

23

ヒューマンエラー



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】３．他商品のラベルを使用

①商品規格変更時の修正漏れ

ハンバーグの原材料を変更した際、
一括表示ラベルの原材料名欄の
データは修正したが、原産地名欄
のデータ修正を失念した。

原産地名の表示誤り 従前は原材料名の変更だけ
に着目しがちでしたが、今後
は、原材料変更に伴い、原料
原産地にも注視するように習
慣づけましょう。

•作業手順書を作成し、どんな
項目に着目して変更項目を洗
い出すのか、着目ポイントを明
確化

• ラベル確定後に複数人による
相互確認

商品規格の変更に伴い、どん
な項目を変更するのか洗い出
されていなかった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

体制不備

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達
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ヒューマンエラー



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】４．チェック体制の不備

①確認工程をパス

輸入品のベーコンであることを認識
していたが、商品規格書の内容確
認を十分に行わず、国産として表
示データを作成。時間がなかったた
め各段階のチェックをせず、そのま
ま表示した。

原産国名を表示せずに販売 企画の段階で商品規格書に
間違いがあると、途中工程や
最終商品にまで影響が及ぶ
ことを再認識しましょう。

•企画確認から商品規格書の
作成、一括表示を作成するま
での各工程のチェックリストを作
成、上司が確認するルールを
導入

•社内ルールに関する再教育、
周知徹底

•変更内容を確認しなかった

•社内ルールを順守しなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

企画
ヒューマンエラー体制不備
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【食肉製品（加工）】５．その他作業中のミス

①材料・商品の混同

加工担当者が原材料の「タレ」の
名称確認を怠り、並行して加工し
ていた別商品に使用する「タレ」を
取り違えてかけたため、表示に間違
いが生じた。

原材料の誤表示 •保管してある原材料名等を
十分に確認して、倉庫等か
ら持ち出して製造の準備を
しましょう。

•複数の商品を同時に製造す
る際は、別々のラインになる
よう、区分けし、原材料の取
り違い等に注意しましょう。

•手元で指差呼称をし、名称と
現物とを突き合わせるルールを
導入

•最終製品毎に仕切りを設け、
半製品と「タレ」とが混同しない
ようなラインの見直し

製造準備段階で、原材料「タ
レ」を取り違えた

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

体制不備

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達

26
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酪農製品（加工）

表示ミスの発生原因

段階

ページ
企画

準備
製造 出荷

包材 原材料

１．基準の誤認・認識不足

①誤認による一部項目の表示漏れ a 重量割合の判断誤り ● 28

b 商品名と名称の判断誤り ● 29

②誤認による表示自体の漏れ ● ● 30

③認識不足による表示自体の漏れ ● 31

２．誤ったデータの使用による誤表示

①照合作業の不備 ● 32

３．他商品のラベルを使用

①他商品データの履歴を使用 ● 33

②他商品ラベルとの混同 ● ● 34

４．チェック体制の不備

①確認体制の脆弱性 ● 35

②チェック体制の未整備 ● 36

５．その他作業中のミス

①伝達ミス ● 37



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

①誤認による一部項目の表示漏れ a 重量割合の判断誤り

粉末の砂糖、全粉乳、ゼラチンの重
量順位で製造した牛乳ゼリーにおい
て、全粉乳に水を加えた牛乳状の
液体を製造してから、砂糖等を添
加していたことから、牛乳状にした
全粉乳が重量割合上位1位になる
と誤認し、全粉乳の製造地表示を
おこなった。

→食品表示法を踏まえ、使用した
重量割合の順に、例えば、「砂
糖（○○製造）、全粉乳、ゼラ
チン、…」と表示すべきだった。

原料原産地の対象原材料を誤
認して表示 •食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施

加工食品の原材料表示に関
して理解していなかった

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

制度理解不足

28

•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

コラム：原材料として加えた水の扱い

✓ 現行、水は慣例として表示していない場合が多いことから、仮に、
水を原材料の欄の一番初めに表示した場合であっても、原料原産
地表示の対象となりません。

✓ 水以外の原材料の中で、原材料に占める重量割合が最も高い原
材料（重量割合上位１位の原材料）に原料原産地表示を行
う必要があります。 【食品表示基準Q&A：原原-5】

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

①誤認による一部項目の表示漏れ b 商品名と名称の判断誤り

バルクのバター製品を小分け販売す
る際、極めて知名度が高い登録商
標の方が一般消費者に浸透してい
ると思い、プライスラベルデータに商
品名のみを表示し、名称を表示し
なかった。

→食品表示法に基づき、小分けし
た場合でも、「名称」を含んだ一
括表示事項を表示すべきだった。

プライスラベルに名称を表示せず
に販売

•食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施

加工食品の表示（名称）に
関して理解していなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

制度理解不足

コラム：小分け販売のルール

✓ スーパーマーケットのバックヤード等で単に小分け等を行った
加工食品をその場で販売する場合は、食品表示基準に定
められた表示が必要となります。

✓ なお、この場合は、食品表示基準第５条第１項の表の「食
品を製造し、又は加工した場所で販売する場合」に該当しま
せんので、名称や原材料名、内容量などの表示をする必要
があります。【食品表示基準Q&A：総則-17】

企画
体制不備
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•表示作成の時に食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをは
かりましょう。

チェック体制や仕組み作りについ
ては、「克服しよう！ヒューマンエ
ラー と表示ミ ス 」 の 「第１部
ヒューマンエラーの仕組み＜基礎
編＞」の特に、「ミスを防ぐチェッ
ク方法～読み合わせのススメ
～」や「ミスを繰り返さない環境
づくり」を参考に体制づくりにチャ
レンジしてください。

また、巻末の参考資料「加工食
品の原料原産地表示制度につ
いて」や「表示ミスをなくす取組」
でご案内の農林水産省のホーム
ページ内の動画を関係者で閲
覧、自社取組みとの違いや意見
交換をすることでスキルアップの
一助とすることが期待できます。

ヒント



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

②誤認による表示自体の漏れ

それぞれ原産地の異なるナチュラル
チーズを個包装された商品をまとめ
てラッピングして販売したが、ラッピ
ングに表示をせずに販売していた。
※個包装には表示があった。

→食品表示法に基づき、ラッピング
した上から、加工食品に必要な
一括表示項目を表示すべきだっ
た。

ラッピングに表示をせずに販売

•考慮すべき項目を洗い出し
ましょう。

•部門間のコミュニケーション
をはかりましょう。

•販売形態を列挙し、商品毎に
商品規格書を作成

•部門間の相互理解のための
ミーティングを実施

企画段階で販売方法を考慮
していなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

● ●

包材調達

制度理解不足

コラム：個包装と集合包装に関するルール

✓ 個々の商品に表示を行っていた場合であっても、商品外装パッケージにも別途表示を行う必要があります。
✓ ただし、透明の袋等を透して個々の商品の表示を認識できる場合であれば、商品外装パッケージにあえて
表示を行う必要はありません。

✓ また、販売方法が詰め合わせの形態に限られ、商品ごとにばら売りされることがない場合は、商品外装パッ
ケージに表示を行っていれば、個々の商品に表示を行う必要はありません。ただし、販売者によって、ばら
売りされることが想定されている場合は、想定されている商品全てに表示を行う必要があります。【食品表
示基準Q&A：加工-251】

企画

ラッピング担当者のパッケージ
表示への理解が不十分だった

【規格】

【包装・箱詰め】

制度理解不足

•食品表示のチェック体制を導入

•従業員に対し、食品表示制度
に関する研修を実施

•表示作成の時に 食品表示
基準を確認する 体制を作り
ましょう。

•従業員のスキルアップをはか
りましょう。

体制不備
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】１．基準の誤認・認識不足

③認識不足による表示自体の漏れ

ホール状（円柱状）のナチュラル
チーズをカットした後にパラフィン紙
で簡易包装したカットチーズは容
器包装に当たらないと思い、一括
表示なしで販売した。

→食品表示法に基づき、簡易包装
の上から、加工食品に必要な一
括表示項目を表示すべきだった。

一括表示をせずに販売
包装した加工品の表示の基
準を適切に理解しましょう。

•商品の包装形態による表示内
容の違い等について、研修を実
施し、理解度をチェック

•同時に、表示のチェック体制を
見直し、表示確認の体制・責
任を明確化

容器包装に入れられた加工食
品についてのルールを知らな
かった

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

制度理解不足

表示の担当者が、食品表示の
内容を理解できるよう学習の機
会を設けると共に、万が一、理解
不足による誤りが生じたときに、
他の者の確認によりそれを検出で
きる体制になっているかをチェック
しましょう。

ヒント

コラム：包装容器に関するルール

✓ 「容器包装に入れられた加工食品」とは、加工食品を容器
包装しているもので、そのままの状態で消費者に引き渡せる
ものをいいます。 【食品表示基準Q&A：加工-2】

✓ また、「容器包装に入れられた」とは「詰」、「入」の区別をしま
せん。例えば、以下は容器包装に入れられた加工食品となり
ます。 【食品表示基準Q&A：総則-3】
• セロハンテープ、輪ゴム止め等によって容器包装に閉じら
れた加工食品

• パラフィン紙等で簡易な方法により包装したもの（両端を
開放したもの）

体制不備

原材料調達

加工

企画

出荷

包装・箱詰め

包材調達
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】２．誤ったデータの使用による誤表示

①照合作業の不備

国内製造の全粉乳からオーストラリ
ア製造の全粉乳に切替えてアイスク
リームを製造。個包装にはオースト
ラリア製造の旨の表示をしていた
が、箱詰め担当者が現物を照合せ
ず、従前のデータを使用して、国内
製造としたラベルを作成し、外箱に
貼付した。

→食品表示法に基づき、外箱にも
原料原産地表示をする場合は、
切替え前の「全粉乳（国内製
造）、砂糖、…」に対して、「全
粉乳（オーストラリア製造）、砂
糖、…」に修正したラベルを貼り
付けるべきだった。

誤った製造地表示をして販売
•各工程担当者同士のコミュ
ニケーションや情報共有を積
極的に行いましょう。

•箱詰め担当者による現物確認
の実施

•社内伝票による加工→ラベル
作成までの産地等の情報の伝
達、相互チェック

•箱詰め担当者が現物を確認
していなかった

•産地情報等を社内で共有し
ていなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

企画
ヒューマンエラー体制不備
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】３．他商品のラベルを使用

①他商品データの履歴を使用

加工乳の旧商品のラベルデータをも
とに新規商品のラベルを作成したが、
旧商品のデータに上書き保存した
ことにより、旧商品の表示が新商
品の内容になった。

新商品の表示を旧商品に使用 •照合する際は、プリントアウ
トし、ラベル変更箇所にペン
でチェックする等、確実に変
更されてるか確認するのもよ
いでしょう。

•社内でラベル発行指示書を発
行し、指示書に基づきラベルを
作成

• ラベル作成担当者は指示書と
表示ラベルとを照合し確認する
ルールを導入

•入力する原産地情報等の
データ変更を失念した

•ラベル作成担当者が現物と
表示とを確認する体制がな
かった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

企画
ヒューマンエラー体制不備
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】３．他商品のラベルを使用

②他商品ラベルとの混同

風味（シーズニング）の異なる発酵
乳の複数の商品の表示ラベルロー
ルを同じ棚に保管していた。

他の商品のラベルを使用
整理整頓は、プリントアウト
した表示ラベルや包材の管
理にも言えることですので、
取り違えがおきないような誰
が見ても分かりやすい分別管
理の工夫を行うとともに、保
管状況を上司が定期的に確
認するのもよいでしょう。

表示ラベルロール棚を整理・整
頓し、定位置管理を実施表示ラベルロール棚の整理・

整頓が悪かった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

● ●

包材調達

企画

ヒューマンエラー体制不備
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貼り付け担当者が他商品のロール
を誤って棚から取り出したことに気
が付かず、そのまま使用した。

ラベルを貼付ける際に、ラベル
を確認しなかった

ヒューマンエラー

【包材調達】

【包装・箱詰め】

ラベルを貼り付ける際は、貼り付
け担当者もラベルを目視確認す
るルールを導入



工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】４．チェック体制の不備

①確認体制の脆弱性

バルクで仕入れたプロセスチーズを店
舗で小分けした商品が多くなるにつ
れ、商品入れ替え時のラベル修正
に手が回らなくなり、チェックがおろ
そかになり表示ミスが多数発生した。

原産国・原産地の表示誤り 食品表示違反は会社の信
用・信頼を失う契機となる恐
れがありますので、組織として
対応するようにしましょう。

•多忙時は、他の従業員でも対
応できるように、食品表示に関
する教育を行い、対応可能な
メンバーを養成

• ラベル確定後に複数人による
相互確認

•多忙時のフォロー体制が無
かった

•社内ルールを順守しなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

企画
ヒューマンエラー体制不備
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】４．チェック体制の不備

②チェック体制の未整備

アイスクリーム商品の納期が短く、ス
ポット商品のため急遽ラベル作成が
必要となり、社員１人にラベルの作
成を任せたため、表示漏れが発生
した。

特色ある原材料使用割合を表
示せずに販売 表示作成の時には、複数人

で食品表示基準を確認する
体制を作りましょう。

•作業手順書を作成し、ラベル
作成までの各段階をチェックす
ることにより誤表示を予防

•複数人によるダブルチェック体制
の導入

•情報入力後のセルフチェック
（見直し）をしていなかった

•複数人によるダブルチェック
をしていなかった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

企画
ヒューマンエラー体制不備
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工 程 表 示 ミ ス 事 例 ミ ス の 要 点 改 善 例 日常管理のポイント

【酪農製品（加工）】５．その他作業中のミス

①伝達ミス

取引先との連絡体制に不備があり、
ヨーグルトの原材料が全粉乳から脱
脂粉乳に変更されているにも関わ
らず変更前の全粉乳の表示で販
売した。

原材料変更前の表示を使用し
て販売 取引先とは、仕様変更時の

連絡は勿論のこと、定期的に
仕様変更がないことを確認し
ましょう。

原材料の仕様が変更になる場
合は、一定期間前に調達担当
者へ書面で情報を伝達するよう
ルールの見直し

取引先との仕様変更に関する
ルールが曖昧だった

原材料調達

加工

出荷

包装・箱詰め

企画
準備

製造 出荷
包材 原材料

●

包材調達

企画
体制不備
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食品表示基準 https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/assets/food_labeling_cms10
1_210317_01.pdf

食品表示基準別表
第１～別表第８

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/pdf/food_labeling_cms101_
200716_19.pdf

食品表示基準Q&A
第１章 総則

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/pdf/food_labeling_cms101_
200716_08.pdf

食品表示基準Q&A
第２章 加工食品

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/assets/food_labeling_cms10
1_210317_08.pdf

食品表示基準Q&A
第３章 生鮮食品

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/assets/food_labeling_cms10
1_210317_09.pdf

食品表示基準Q&A
別添 新たな原料原
産地表示制度

https://www.caa.go.jp/policies/p
olicy/food_labeling/food_labeling
_act/pdf/food_labeling_cms101_
200717_03.pdf

「加工食品の原料原
産地表示制度につい
て」

https://www.maff.go.jp/j/syoua
n/hyoji/gengen_hyoji.html

「表示ミスをなくす取
組」

https://www.maff.go.jp/j/syoua
n/hyoji/kansa/kansa_kenshu.htm
l
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参考資料

～事例コラム～ ～以下併せてご覧ください！(農林水産省HP）～

上記の農林水産省のホームページ内の動画を関係
者で閲覧、自社取組みとの違いや意見交換をするこ
ともスキルアップの一助になることが期待できます。

是非、動画もご覧ください。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_19.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_08.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_08.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms101_210317_09.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200717_03.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/gengen_hyoji.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/kansa/kansa_kenshu.html

